
本事業に受講される方(及び保護者の方)は必ず受講規約に承諾した上でご参加ください。 

(なお本規約で記載する SPM とは、町田市立野津田公園指定管理者スポーツパークパートナーズまちだを

示しています) 

 

会員規約・免責事項 

2023 年 1 月 5 日制定 

●第１章 総 則 

第 1 条《会員規約》 

この会員規約は「レスリング教室」が提供するサービスを会員が利用する場合に適用します。 

第 2 条《目 的》 

子どもの運動能力や身体能力が著しく発達・向上する時期を「ゴールデンエイジ」といい、特に小学生期

において大きく成長します。 

この時期に脳がさまざまな運動やスポーツから刺激を受けることで、運動神経が発達・向上していきます。

しかしながら昨今、ゲームや通信機器に費やす時間が増えたことで、体を動かす機会が大きく減少してい

ます。本事業では運動をする機会を提供するなかで、総合的な体力の向上を目指したプログラムにより、

あらゆるスポーツに応用できる運動能力や身体能力を育てます。 

町田市の小学生全体を対象とし運動の芽を広く育てることで、町田市全体のあらゆるスポーツに普及・貢

献していくことを目的としています。 

2023 年 4 月 11 日(火)～2024 年３月 26 日(火) 毎週火曜日 

１６：３０～１７：４５   ※年末年始、祝日、大型イベントはお休み 

第 3 条《運 営》 

町田市指定管理者スポーツパークパートナーズまちだ（通称：SPM）が管理運営します。 

●第 2 章 会 員 

第４条《会 員》 

会員は教室の趣旨に賛同し、本規約に同意した上で入会申込、ＳＰＭがこれを承認した者(会員が

未成年の場合はその保護者の両者)をいいます。以下について保証できる方(反社会勢力の排除) 

（1）暴力団、暴力団関係者及び総会屋、その他の反社会勢力(以下まとめて「反社会勢力」という)

に属さない 

     （2）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していない 

第 5 条《会員資格》 

会員は次の条件を満たした方とします。 

(1)会員として１年間継続受講ができ、ＳＰＭが認めた方 

（2）教室の趣旨に賛同し本規約を承知した方 

（3）別途定める受講費を納めている方 

 

レスリング教室 



第 6 条《入会手続》 

入会を希望する人は教室に対し別紙の入会申込書を提出し、その承諾を得た上で受講料を納入してい

ただきます。 

入会時には入会者の責任において教室が受講可能であるか健康チェックを行い、問題がある場合には

全て入会前に申し出ることを厳守します。申し出がなく発生したトラブルや損害についてＳＰＭは一

切の責任と損害賠償の請求を免れるものとします。場合により、医師の診断書提示を求める場合があ

ります。 

第 7 条《除名等》 

教室は、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、即時、除名、会員資格の一時停止をすることが

できます。 

（1）料金の支払い滞納し、催告にも応じない場合 

（2）ＳＰＭの教室運営を故意に妨害した場合 

（3）本規約、その他教室で定める規則に違反した場合 

（4）ＳＰＭ、教室の名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合 

（5）会員としての資格条件を欠けていることが判明した場合 

（6）入会申込に虚偽がある場合 

第 8 条《会員資格の譲渡》 

会員資格は、譲渡することができません。 

●第 3 章 会員の義務 

第 9 条《変更事項の届け出》 

会員は、入会申込書の内容に変更があった場合、速やかに報告する義務があります。 

第 10 条《受講費》 

会員は別途定める費用を遅滞なく納入しなければなりません。 

(１)一度納入された会費は、原則返金しないものとします。 

(２)クラブは会員が支払うべき諸料金を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとします。 

練習会場、大会会場への交通費、大会参加費等はご負担ください。 

第 11 条《協調性》 

会員は、自己の責任において、他の会員と強調して活動するものとします。 

第 4 章附則 

第 12 条《免責事項》 

会員が教室の受講中に生じた盗難、その他の事故については、ＳＰＭに故意または重過失が無

い 限り責任は負いません。会員同士の教室内外のトラブルにつきましても同様とします。活動

中の怪我におきましてはスポーツファシリティーズ保険を適用します。 

第 13 条（休 日） 

教室は天候不順などの運営上やむを得ないとき、お盆や年末年始など受講生の参加が少ない時期

には、臨時休日を設けることができます。 



第 14 条(規約等改訂) 

規約等の改訂は、必要に応じ改訂することができ、その効力は、すべての会員に適用されるもの

とします。 

免責事項 

1. 当サイトに掲載する情報について様々な注意を払って掲載しておりますが、内容の正確性、

有用性、安全性、その他いかなる保証を行うものでもありません。当サイトに掲載されている

情報は、あくまでも掲載時点における情報であり、時間の経過により掲載情報が実際と一致し

なくなる場合があります。 当教室は一切責任を負いませんので、サイト内の情報はあくまで

もご自身の責任においてご利用ください。 

2. サイトの内容・構成等は、予告なしに変更・修正または削除することがありますのでご了

承ください。 

リンクについて 

基本的にリンクはフリーですが、リンクをする場合はリンク先をご連絡いただけると助かり

ます。なお、当クラブが不適切と判断するリンクに関しては、削除を要請する場合や法的措置

に基づき対処する場合があります。 

╲╲ 利用ルールとお願い ╱╱ 

(1) 万が一体調不良または都合により欠席される日は可能な限り連絡をお願いいたします。連絡がないと、

競技場に向かう途中でお子さんが何かの事故に巻き込まれていたり、怪我をしたりと状況を推測しか

ねません。お子さんの安否状況も含め、欠席される場合には事前に連絡をください。 

(2) 荒天や災害等、中止にせざるを得ない状況を除き、雨天時でも教室は実施します。 

(3) 教室受講中、公園及び競技場内設備、備品等を傷つけたり破損した場合は、速やかに SPM スッタフ

に連絡してください。場合によっては補修費用を請求することがございますのでご承知ください。公

園及び競技場内の設備、備品などは公共物です、くれぐれも大切に使用してください。 

(4) 施設内は禁煙です。競技場内の飲食につきましては原則禁止ですが、水分補給など運動する上で必要

最低限と判断できる行為は除きます。 

(5) 競技場トラック(ウレタン部分)へ、ヒールのある靴での入場は禁止されております。ヒールがウレタ

ンを傷つける恐れがあります。 

(6) 連絡手段は原則として応募ホームに入力して頂いた情報となります。登録いただきましたメールアド

レスに返信する場合がございます。迷惑メール設定をしている可能性があるメールアドレス(特に

docomo.ne.jp)をご使用される際は必ず【@nozuta-park.com】のドメイン指定受信の設定をお願いいた

します。また連絡先を変更した場合には、速やかに SPM スタッフにお知らせください。 

(7) 本事業の活動報告といたしまして、その際に参加者の活動している写真を掲載することになります。

参加者のプライバシーを守るため、なるべく写真の大きさやお顔が映らないよう、本人の名前が特定

できないように配慮しますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

(8) 運動できる服装、履きなれた運動靴を着用してください。サンダルやブーツなど、運動に適さない服

装、靴の使用は安全面でも妨げになりますので避けてください。 


